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 保護者の皆様 

豊田市立石野中学校長 水野 美和  
豊田市立東広瀬小学校長 小川 雅美  
豊田市立中金小学校長 山田 有加  
豊田市立上鷹見小学校長 河村奈美江  

 
災害の発生が予想される場合の対応について（お知らせ） 

 
 災害の発生が予想される場合の対応については、下記のようになります。保護者の皆様の
ご理解を得ながら、児童生徒の安全確保に努めてまいります。よろしくお願いします。 
 

記 
 
１ 地震への対応 
 ●市内で震度「５弱」以上の地震が発生した場合 
 （１）在宅時：学校から指示があるまで自宅待機 
 （２）在校時：中学校⇒可能な限り教員引率の集団下校  小学校⇒保護者迎えの下校 
 ●南海トラフ地震臨時情報発令時 ※詳細は裏面 
 （１）在宅時：学校から指示があるまで自宅待機 
 （２）在校時：通常どおりの教育活動を行う 
 
２ 暴風警報等発令時の対応 
 ●愛知県西部（西三河北西部または豊田市西部）に暴風警報または特別警報が発令 

  された場合 

午前６時までに解除 
午前６時、引き続き発令中 

または、６時を過ぎて解除 
登校後に発令 

平常授業 授業中止（休校） 
中学校 ⇒ 速やかに下校 

小学校 ⇒ 保護者迎え 

 ※暴風警報・特別警報が出ていなくても、保護者が安全に登校できないと判断された時は、 

  登校を控え、自宅で待機してください。その際は、必ず学校に連絡をお願いします。 

 ※「暴風警報」が解除されても、避難に関する情報は解除されない場合があります。 

 
３ 河川の氾濫や土砂災害に関する気象情報等への対応 
 ●石野中学校区に豊田市から、「警戒レベル３ 高齢者等避難開始」「警戒レベル４ 避難

指示」のいずれかが発令された場合 

午前６時までに解除 
午前６時、引き続き発令中 

または、６時を過ぎて解除 
登校後に発令 

平常授業 授業中止（休校） 
中学校 ⇒ 速やかに下校 

小学校 ⇒ 保護者迎え 

 ※避難に関する情報は、町単位で発令されます。石野中学校区のどの町に発令された場合で 

  も、全校で上記の対応となります。 

 ※上記指示等が出ていない場合でも、通学が危険と判断した場合は、休校とします。 

 
４ その他 
  授業中止（休校）や給食の有無等、きずなネット(学校メール)で情報をお知らせします。

ただし、災害時はメールが届かなかったり、配信が遅れたりする場合があります。学校か

らの連絡がなくても、上記のように対応をお願いします。 
  

（きずなネット配付）保存しておいてください 

    実家庭に印刷したものも配付しています 



 

「南海トラフ地震臨時情報」発令時の授業の取扱いについて 

 

気象庁から発表される「南海トラフ地震臨時情報」は、以下のようになっています。 

 

危険度小                   危険度大 

「調査中」      「巨大地震注意」    「巨大地震警戒」 

 

〇 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（調査中）」が発表された場合 

  ・通常どおりの教育活動を行います。 

・校外活動については、出発前であれば出発を見合わせます。出発後であれば、いつで 

も帰校できるよう準備します。 

 

〇 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）」が発表された場合 

  ・通常どおりの教育活動を行います。 

・校外活動については、出発前であれば中止（延期）します。出発後であれば、帰校を 

します。 

 

〇 気象庁から「南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）」が発表された場合 

  ・豊田市は「事前避難対象地域」がない市町村のため、通常の授業を継続します。 

  ・授業終了後は、速やかに帰宅させます。 

・校外活動については、出発前であれば中止（延期）します。出発後であれば、帰校を 

します。 

 

上記は原則であり、状況によっては、臨時休業などの措置、下校せずに学校待機の措置を

とる場合があります。また、教育委員会学校教育課が対策を検討した場合、その指示に従い

ます。それを受け、学校連絡網システム（きずなネット）等で家庭に情報を伝達します。情

報取集や安全確認を優先して行うため、緊急時には学校への電話連絡はお控えください。 

 

 

この件に関するお問い合わせは東広瀬小 教頭 山根（  ４１－２０１２）までお願いし

ます。 

 


